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はじめに
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 防災基本計画に、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開計画を立案することが平成２３年に
定められた。

 道路の老朽化や大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、災害時の道
路啓開の迅速化等の所要の措置を講ずることを定めた道路法等の一部を改正する法律案が平成２５年
３月に閣議決定され、関係する道路管理者が密接な関連を有する道路の管理を効果的に行うために必
要な協議を行う組織として、道路法２８条の２に基づく協議会に位置づけることが可能となった。

 平成２６年には、災害対策基本法が改正され、道路管理者による車両の移動等に関する規定が盛り込ま
れた。

 また、同年、防災基本計画に、道路啓開計画を策定する際の道路管理者相互の連携は協議会の設置等
により行うことが記載された。

 令和５年４月に、総務省行政評価局が、国土交通省に対し、道路啓開計画の策定を推進することが勧告
された。

 令和５年１２月に、道路管理者等を構成員とする福井県域道路啓開計画策定ワーキンググループ※（座長
国土交通省福井河川国道事務所長）を設立し、道路啓開計画の検討を開始し、令和６年１０月に、福井県
域道路啓開計画を策定した。

※ 構成機関：国土交通省 福井河川国道事務所、国土交通省 近畿地方整備局、福井県、高速道路会社、自衛隊、警察、消防、県建設業
協会、県測量設計業協会、電力・通信会社

 令和６年６月の防災基本計画の修正にて、国は関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開計画等（雪害、
火山災害含む）を作成することとされており、福井県域における雪害および火山災害に係る道路啓開につ
いて検討し、令和７年１月に改定した。



【地震災害編】
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１．背景・目的、計画の位置づけ
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１－１．背景・目的
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 我が国は地震大国であり、近年、平成23年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）、平
成２８年熊本地震、令和６年能登半島地震等の大規模な地震による甚大な被害が発生し
ている。

 これら大規模地震の教訓を踏まえ、福井県においても地震発生時に迅速かつ的確な道路
啓開が求められている。

 道路の通行確保は、救命・救助活動や緊急物資の輸送に不可欠であり、道路管理者をは
じめ関係機関の連携が重要である。このため、大規模災害時に緊急輸送ルートを確保す
るための「福井県域道路啓開計画」を策定する必要がある。

計画策定の背景計画策定の背景

目的目的

 本計画では、福井県内で発生する可能性のある活断層による直下型地震等に備え、迅速
かつ的確な道路啓開を実施するための具体的な方針を示す。

 また、「福井県地域防災計画」に基づき、災害発生時には国・県・市町・高速道路会社など
の各道路管理者および関係機関が連携して、地域の特性を考慮した柔軟な対応により、
実効性のある道路啓開体制を確保する。

 本計画の策定は、福井県の防災力を高めるための重要なステップであり、関係機関との
連携を強化し、地域全体での防災意識の向上を図り、災害に強い福井県を実現することを
目指す。



■「南海トラフの巨大地震モデル
検討会（二次報告）」

■「南海トラフ地震における具体
的な応急活動に関する計画」

内閣府

■「南海トラフ巨大地震対策計画
近畿地方 地域対策計画（案）
第１版」

国土交通省

関
連
計
画
と
の
整
合

関連計画
■全国、近畿地方を対象とした
活動計画

被害想定および活動計画

被害想定および活動計画
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１－２．本計画の位置づけ

県内の既往計画等これまでの取り組み

県
内
の
既
往
計
画
等
と
の
整
合
と
反
映

福井県域
道路啓開計画（案）

福井県域
道路啓開計画策定
ワーキンググル－プ※

福井県

各道路管理者の横断的連携を前提とした
福井県内における
道路啓開計画

高速道路管理者等

■福井県緊急輸送道路ネットワーク
計画等策定協議会 「福井県緊急輸
送道路ネットワ－クワ－キンググル
－プ」での取り組み

新たに設置

■福井河川国道事務所、福井県、
高速道路管理者が処理すべき防災
に関する業務計画

■「福井県地域防災計画」

■「福井県災害時受援・応援計画」

災害活動を整理したＢＣＰ

受援計画

■西日本高速道路株式会社
防災業務計画、BCP

緊急交通路の確保

■中日本高速道路株式会社
防災業務計画、BCP

国土交通省近畿地方整備局
福井河川国道事務所

■「災害対策運営計画」

緊急交通路の確保

※「福井県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会 」の
規約に基づくワーキンググループ

国の関連計画や県内の既往計画との整合を推進しつつ、各道路管理者の横断的な協働・連携を前
提とした道路啓開計画を策定。



１－２．本計画の位置づけ

7

「福井県域道路啓開計画」は、福井県域において震度６弱以上の地震が観測された場合に運用。

■福井県域道路啓開計画の発動条件
✓震度６弱以上を観測した市町のエリア ⇒ 道路啓開計画の発動

✓震度５強以下を観測した市町のエリア ⇒ 道路啓開計画は発動しない

（災害時 連絡体制）

■福井県における災害対策本部の設置基準（県地域防災計画）

福井県の災害対策本部の廃止基準に準じる。

※ただし、福井県域において道路啓開がすべて完了した場合は、福井県庁に設置した道路啓開一元化窓口を一時的に解散する場合がある。

■道路啓開計画の停止基準

（理由）
人命救助の「72時間の壁」を意識して、緊急輸送道路等の道路啓開を完了させることを目標としているが、引き続き、断続的に発生する地震等により、救助・
救援ルートを確保する必要があることを想定し、福井県の災害対策本部が閉鎖されるまでとした。



２．基本的な考え方
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２－１．本計画の対象地震

想定される大規模災害

福井平野東縁断層帯、浦底-柳ヶ瀬山断層帯
（想定Ｍ＝7.6※1、7.2※2、福井市、坂井市、敦賀市等で震度7）

道路啓開の基本的考え方

啓開ルート（進出ルート）等選定

関係機関の連携体制・方法

各機関の行動計画（タイムライン）

道路啓開計画作成

福井県で甚大な被害が想定される地震を優先

※1福井平野東縁断層帯地震の想定マグニチュード、※2：浦底-柳ヶ瀬山断層帯地震の想定マグニチュード

 福井県で甚大な被害が想定される地震「福井平野東縁断層帯」、「浦底-柳ヶ瀬山断層帯」を
対象に策定に取り組む。
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２－２．対象エリアの設定

凡例 (地表震度)

震度4以下

震度5弱

震度5強

震度6弱

震度6強

震度7

浦底-柳ヶ瀬山
断層帯

福井平野東縁
断層帯

地震名

M7.2M7.6地震の規模

福井平野東縁断層帯地震と浦底-柳ヶ瀬山断層帯地震の重ね合わせの想定震度分布

 被害想定は、「平成２２・２３年度地震被害予測調査結果」（福井県）を採用。
 福井県全域を対象として検討。



11浦底-柳ヶ瀬山断層帯地震での想定震度分布

※1 出典：福井県防災会議「福井県地域防災計画（震災対策
編・福井県震災対策計画）」（令和6年6月改定）

福井平野東縁断層帯地震と浦底-柳ヶ瀬山断層帯地震の被災想定※1

２－３．福井県域の被災想定

福井平野東縁断層帯地震での想定震度分布

凡例 (地表震度)

震度4以下

震度5弱

震度5強

震度6弱

震度6強

震度7

 福井平野東縁断層帯の最大震度は７で、福井市、あわら市、坂井市、永平寺町に分布。
 浦底－柳ヶ瀬山断層帯の最大震度は７で、敦賀市に集中。



道路啓開 応急復旧 本復旧発災 復興

東日本大震災における道路啓開（国道４５号岩手県宮古市田老地区）

道路啓開の位置づけ～発災から復興までのフロー
出典）国土交通省ホームページ

２－４．道路啓開の概要

２．４．１ 道路啓開とは

12

出典）国土交通省ホームページ

 緊急車両等の通行のため、１車線※でもとにかく通れるように早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡
易な段差修正により救援ルートを開けることをいう。 ※道路幅員4m程度を想定

 大規模災害では、応急復旧の前に救援ルートを確保する道路啓開が必要。



道路施設にかかる主な被害
①瓦礫等（災害廃棄物）
②放置車両
③橋台背面の段差
④土砂（落石や自然斜面等の崩壊）

道路啓開は、４車線区間では、上下各
１車線として、計２車線、対面２車線区
間では、１車線の道路幅員（W＝4m）を
確保すべく、啓開を実施

２－４．道路啓開の概要

２．４．２ 道路啓開の作業要領
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放置車両の撤去イメージ

瓦礫等の除去イメージ

道路啓開のイメージ

出典）大阪府域道路啓開協議会「大阪府域道路啓開計画（案）」（平成31年3月策定）一部加筆

〇4車線区間の啓開イメージ

〇対面2車線区間の啓開イメージ

4m

4m

4m



２－５．啓開ルート計画の考え方
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２．５．１ 主要拠点選定の考え方

 内閣府「南海トラフ地震における具体的応急対策活動に関する計画」（具体計画）、 「福井県地域
防災計画」 、「福井県緊急輸送道路ネットワーク計画」等で定められた防災拠点、災害拠点病院、
その他応急復旧活動に必要な施設等を主要拠点として選定。

 主要拠点は、福井県緊急輸送道路ネットワーク計画に準じ、「① 災害情報・道路管理拠点」、
「② 緊急輸送拠点」、「③ ライフライン・生活物資拠点」、「④ 消火・救難医療拠点」に分類。

設定方法代表的な選定施設主な機能種別

緊急輸送道路ネットワーク計画より抽出
国交省福井河川国道事務所、県
庁、県土木事務所、市役所・町
役場、県警察本部、警察署 等

災害情報の収集・集約及び提供、道路啓
開

①災害情報・
道路管理拠点

緊急輸送道路ネットワーク計画
内閣府指定拠点（「南海トラフ地震における
具体的な応急活動に関する計画」）より抽出

福井空港、ヘリポート、港湾、ＩＣ、
道の駅 等

緊急時の物的・人的輸送の玄関口、備
蓄・集積拠点②緊急輸送拠点

緊急輸送道路ネットワーク計画より抽出
電気・電話・ガス・水道、石油備
蓄基地、原子力発電所 等

日常生活を維持するために必要不可欠
なライフライン及び生活必需品の確保

③ライフライン・
生活物資拠点

緊急輸送道路ネットワーク計画より抽出消防機関、災害拠点病院、救急
病院 等

消火・救助等の救難活動及び負傷者の
治療

④消火・救難医療
拠点



２－５．啓開ルート計画の考え方
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２．５．２ 啓開ルート選定の考え方

■基幹ルート：北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、国道8号等

＜選定の観点＞
①救助・救援、応急復旧活動の基幹となる広域交通機能を有していること（高速道路、直轄国道）
②地震による揺れ被害が少なく、早期（発災後24時間以内）に安全確認が可能なこと
③主要拠点への進出ルートへのアクセスが容易であること

■主要拠点への進出ルート：国道158号、福井加賀線、福井丸岡線等
＜選定の観点＞
①目的地（主要拠点）までのアクセスが容易であること
②啓開作業効率を考慮し、道路幅員が広いこと、地震による揺れ被害が小さいこと など

 地震被害想定を踏まえ、内閣府の緊急輸送ルート、緊急輸送道路、緊急交通路指定候補路線等
との整合を考慮して啓開すべき「基幹ルート」、「主要拠点への進出ルート」を選定。

 道路の大規模被災（落橋等）により、早期（発災後72時間以内）に啓開が困難な場合については、
う回路や海路・空路を活用したアクセスルートの確保を検討。



２－６．道路啓開の目標
２．６．１ 啓開STEP
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 人命救助を目指した救助・救援ルートを確保するため、発災後７２時間以内に「基幹ルート」、「主
要拠点への進出ルート」の道路啓開の概ね完了を目標。

 しかしながら、東日本大震災では、道路啓開が概ね完了するまで7日間を要したことから、被災の
状況によっては、72時間以降も道路啓開を継続する場合がある。

STEP1のイメージ

京都府方面
より

石川県方面より

岐阜県方面より

滋賀県方面より

日本海

北陸自動車道
R8

北陸自動車道
R8

中部縦貫道

舞鶴若狭自動車道
R27

【STEP1⇒24時間以内に概ね啓開完了（目標）】
・基幹ルートを確保

・主要拠点への進出ルートの啓開を開始

【STEP2⇒72時間以内に概ね啓開完了（目標）】
・主要拠点への進出ルートを確保

STEP2のイメージ

石川県方面より

岐阜県方面より

滋賀県方面より

日本海

北陸自動車道
R8

北陸自動車道
R8

中部縦貫道

舞鶴若狭自動車道
R27

京都府方面
より



３．啓開ルート計画
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３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（1/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（2/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（3/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（4/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（5/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（6/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（7/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（8/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（9/10）



３－１．主要拠点の選定
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３．１．１ 主要拠点の選定（拠点一覧）（10/10）



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．１ 啓開ルートの選定

緊急交通路指定候補路線等緊急輸送道路ネットワーク計画内閣府具体計画想定路線

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路緊急輸送ルート（高速自動車国道）北陸自動車道

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路緊急輸送ルート（高速自動車国道）舞鶴若狭自動車道

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路－中部縦貫自動車道

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路緊急輸送ルート（国管理一般国道）国道8号

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路－国道27号

緊急交通路指定予定路線第1次緊急輸送道路緊急輸送ルート（国管理一般国道）国道161号

■選定した基幹ルート

 「基幹ルート（救助・救援、応急復旧活動の基幹となる広域交通を可能とするルート）」は、自動車
専用道路、一般国道等からの選定を基本として6路線を選定。

 主要拠点と基幹ルートを結ぶ路線のうち、緊急輸送ルート・緊急輸送道路・緊急交通路指定候補
路線を基本とし、啓開作業効率を考慮した「主要拠点への進出ルート」を選定。

 ルートの起点は、広域支援部隊の受援を考慮し、自動車専用道路のICを原則。



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（1/8） 【全域】

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

▲



凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（2/8）【福井土木事務所管内】
福井市街地

▲



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（3/8）【三国土木事務所管内】

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

三国市街地

あわら市街地

▲



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（4/8）【奥越土木事務所管内（1/2）】

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

勝山市街地

大野市街地

▲



３－２．啓開ルートの選定

33

３．２．２ 啓開ルート図（5/8）【奥越土木事務所管内（2/2）】

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

▲



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（6/8）【丹南土木事務所管内】

鯖江市街地

越前市街地

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

▲



３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（7/8）【敦賀土木事務所管内】

敦賀市街地

凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

福井エリア地域原子力防災協議会が策定した緊急時対応に
基づき、道路管理者等は避難路を道路啓開し、早期の道路交
通の確保に努める。

道路啓開に時間を要し、住民が孤立した場合には船舶やヘリ
コプター等により海路および空路による避難を実施する。

▲



凡例

：基幹ルート　(自動車専用道)　【24時間以内啓開】

：基幹ルート　(国道8号・27号・161号)　【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート

：基幹ルート（自動車専用道）【24時間以内啓開】

：基幹ルート（国道8号・27号・161号）【24時間以内啓開】

：主要拠点への進出ルート【72時間以内啓開】

凡例（主要拠点施設）

災害情報・道路管理拠点 ：

緊急輸送拠点 ：

ライフライン・生活物資拠点 ：

消火・救急医療拠点 ：

#

（主要拠点の分類）

高浜市街地 小浜市街地

３－２．啓開ルートの選定
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３．２．２ 啓開ルート図（8/8）【小浜土木事務所管内】

▲ 福井エリア地域原子力防災協議会が策定した緊急時対応に
基づき、道路管理者等は避難路を道路啓開し、早期の道路交
通の確保に努める。

道路啓開に時間を要し、住民が孤立した場合には船舶やヘリ
コプター等により海路および空路による避難を実施する。



４．情報収集・連絡・連携
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 各道路管理者からの情報を道路啓開一元化窓口で集約。
 政府～および福井県災害対策本部、啓開拠点である各土木事務所、市町等との調整を踏まえ、道
路啓開一元化窓口で『啓開ルート』を決定。

４－１．指示連絡系統

災害対策本部
政府（各省庁）

国交省
（本省）

調整

決定

政府現地
対策本部

防衛省

師団
および

駐屯地※

連携

福井県
各土木事務所

連携

連携

指示調整

連絡・調整

関係市町
（災害対策本部）

連絡・調整

近畿地整
災害対策本部

調整

必要に応じて
調整

調整

警察・消防

港湾管理者等

４．１．１ 関係機関の応援・協力体制（全体）

福井県
福井河川国道
事務所

道路啓開一元化窓口 （道路管理者）

県建設業協会、県測量設計業協会 （災害協定業者）

連絡・調整

調整

●道路管理者実施内容
■情報提供
■啓開指示・要請
■応援調整
●災害協定業者実施内容
■巡回・点検
■資機材・人員確保
■道路啓開

一元化窓口から関係事業者への
指示系統の一本化

調整

決定

NEXCO西日本
福知山高速道路

事務所
（災害対策本部）

NEXCO

福井
河川国道
事務所

※リエゾンの派遣

連携

連絡・
調整

指示
（出動）

連絡・
調整

指示
（出動）

連絡・
調整

情報共有 福井県
災害対策本部

連絡・
調整

：情報の一元化

関西電力送配電・
北陸電力送配電・

・NTT等

NEXCO
西日本本社
（災害対策本部）

NEXCO
西日本関西支社
（災害対策本部）

調整

調整

指示

指示

NEXCO
中日本本社
（災害対策本部）

NEXCO
中日本金沢支社
（災害対策本部）

調整 指示

NEXCO中日本
福井保全・サービス
センター等

（災害対策本部）

調整 指示

NEXCO西日本
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社
（各社）

調整 指示

NEXCO中日本
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社
（各社）

調整 指示

指示
（出動）

38

警察・消防、自衛隊等を含む

※陸上自衛隊：金沢駐屯地
海上自衛隊：舞鶴基地



 県・国・NEXCOで構成した道路啓開に関する一元化窓口を県に設置するとともに、各土木事務所
を地域の啓開拠点として関係機関との連絡・調整を行うことにより、指示連絡系統の一本化を図る。

 県建設業協会と協議し、道路啓開を行う業者をエリア毎に事前に割り付け、迅速に対応できる体
制を整備。

 県土木事務所は、県管理道路と併せて市町道すべての進出ルートを代行して啓開※。

４－１．指示連絡系統

４．１．２ 関係機関の応援・協力体制（福井県内）

39

〇関係機関の応援・協力体制のイメージ（案） ※道路法第17条第8項に基づき実施



40

●大規模地震（福井県域において震度6弱以上を観測）の発生

１．情報の収集 （啓開作業に必要な情報の収集）

２．情報の共有 (啓開作業に必要な情報の共有)

 道路啓開の実施

・安否確認
・災害対策本部の設置・参集（自動発進）
・道路啓開体制の構築
・指示連絡体制の確認、連絡手段の確保

・啓開体制の把握 ：建設業協会会員企業の保有資機材、稼働人員の把握
・被災状況の把握 ：ヘリやCCTV等による広域的な情報、現地調査による

詳細な被害状況の調査
・啓開作業状況の把握：啓開作業進捗状況の整理・把握（啓開作業開始後）

・発災情報の発信
・資機材・人員の情報共有
・被災状況の共有
・啓開作業状況の共有
・現地確認による通行可能箇所の共有
・緊急交通路の指定に関する情報共有
・緊急車両の通行のための交通規制区間の共有

・24時間、72時間以内で、
基幹ルート・進出ルート
の道路啓開を概ね完了 ３．情報の提供 (被災地区等への情報提供)

・広報資料（被災状況・道路啓開状況、道路復旧見える化マップ等）作成
・各種媒体を用いて情報提供
・緊急車両、一般交通の通行可能区間の情報提供
・交通規制区間の情報提供

 啓開ルートの状況把握
 作業内容の状況把握

・道路啓開状況の報告

４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

４．２．１ 道路啓開初動の流れ

道路啓開の完了



４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

41

１．啓開体制の把握 （業者および資機材の状況等）
・啓開作業に従事する人員体制
・啓開資機材の過不足

２．被災状況の把握

（1）広域情報の把握
・ヘリ・ＣＣＴＶからの情報収集
・マスメディア、インターネット（SNS含む）、地域住民・道路利用者からの通報
※近畿地方整備局では、ITSスポット、可搬型路側機、AIwebカメラ、衛星データ、民間カーナビ情報等の活用を検討

（2）現場からの詳細情報の把握：道路の通行の可否
・参集時における道路の通行状況
・進出時等における道路の通行状況
・道路啓開完了区間

（3）現場からの詳細情報の把握：道路の被災の概要
・啓開ルートの概略の被害状況および作業量
・迂回路の有無

（4）道路管理者と関係機関の連携
・国（本省）レベル・出先機関（ブロック・各県）レベル・現場（啓開事務所単位）レベルのそれぞれで
被災状況や啓開路線に関する情報共有等

３．啓開作業状況等の把握
・道路啓開の作業内容（がれき撤去、応急復旧等）
・道路啓開の進捗状況（啓開完了延長、今後の見通し等）
・緊急交通路の指定に関する情報共有
・交通規制区間に関する情報共有

４．２．２ 道路啓開時に把握すべき情報について



収集内容被災状況の把握方法

 道路の通行の可否
 道路の被災の概要

・被災状況
・被災規模
・被災箇所
・迂回路の有無 等

①ヘリ・CCTVからの情報収集
②マスメディア・インターネット（SNS等）からの情報収集

広域情報の把握

①道路管理者による調査
・啓開ルート（管理道路）

②建設業協会（協定）、維持業者による調査
・啓開ルート（担当割付エリア）

③測量設計業協会（協定）による調査
・啓開ルート（パトロールが困難な区間）

被災状況の把握
（現地）

４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

４．２．３ 情報の収集

42
長野県北部地震における調査事例

出典：TEC-FORCEの活動記録（熊本地震）、国土交通省九州地方整備局

熊本地震でのドローンの活用事例福井県でのヘリの活用事例

広域情報の把握 被災状況の把握

 各道路管理者は、建設業協会・測量設計業協会と協定等に基づき、被災状況や被災規模、被災箇
所、道路通行の可否など分担して情報を把握。



４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

下記協定等により道路啓開業者・測量設計業協会に啓開調査および作業の要請を行う。

県

国

43



現場の情報収集結果を踏まえた
管理者間での情報共有

４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

４．２．４ 情報の共有

 情報共有は、①発災情報の発信から⑥現地確認による通行可能箇所の整理までの6段階を想定。
 情報共有手段は各情報案内サイト等による情報の受発信や、電話、Teamsを活用したチャットや
WEB会議等による報告を実施。

44

■情報共有の流れ

災害の
発生

①
発災情報の
発信

②
稼働人員・
資機材の
共有

③
被災状況
の共有

④
啓開作業
状況の共有

⑤
道路管理
者間の
情報共有

⑥
現地確認による

通行可能箇所
の整理

現場の情報収集結果の共有

道路情報案内サイト等による情報発信 情報共有システム（被災状況報告機能）等
による情報共有

発災情報の発信 被災状況等の共有 道路管理者間の情報共有

情報共有システム（WEB会議機能）等による情報共有

※情報共有システム：福井県構築のシステム等、被災情報等をWEBの地図上に登録しリアルタイムでの共有が可能なシステムを想定



（１）広報資料作成 被災状況・道路啓開状況

４－２．情報収集・連絡手段の確保および運用方法

４．２．５ 情報の提供

45

■ 道路啓開状況の広報資料■ 被災状況の広報資料

出典：令和6年度能登半島地震における被害と対応について、
国土交通省HP

 被災情報および道路啓開状況をもとに、被災状況・道路啓開状況資料を作成。

出典：令和6年度能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況、国土交通省HP



（２）情報提供 情報提供の方法４．２．５ 情報の提供

46

○ホームページ

○道路情報板

福井県HP

（福井県道路情報） ○マスコミ（TV ラジオ 新聞）

○現場の立て看板

NEXCO中日本 HP
（道路交通情報）

報道機関への積極的な情報提供

○防災無線

国土交通省 HP
（道路情報提供システム）

○SNS

例：福井河川国道事務所X 例：福井県SNS各種

、 道路管理者は、道路利用者、地域住民および報道機関に対して、道路の被災状況、通行可能区間、
道路啓開状況について、各種媒体を用いて情報提供を実施。

４－２．情報収集・連絡手段の確保及び運用方法



４－２．情報収集・連絡手段の確保及び運用方法

47

〇一般車両の規制に関する記者発表イメージ

ほかInstagramLINEFacebookX

YouTube○○○福井河川国道事務所

YouTube○○○○福井県

〇SNS

（３）一般車両による交通渋滞の防止４．２．５ 情報の提供

〇福井県内における情報提供手段

福井県内の福井市、勝山市、鯖江市、越前
町等の各市町において、戸別受信機（防災
ラジオ）により各種防災情報を提供

出典：九頭竜川・北川大規模氾濫減災協議会、福井県管理
河川嶺北・嶺南ブロック減災対策協議会配布資料

出典：嶺北ブロック減災対策協議会配布資料

 交通渋滞の防止のため、道路の通行可否情報の情報提供や、啓開状況の進捗に伴う規制解除後
の一般車両の使用抑制などの呼びかけを各種媒体（SNS・防災ラジオ等）を用いて実施。



５．啓開作業計画
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５．１．１ タイムラインの作成

49

 発災後、安否確認を行い、ただちに参集し、啓開調査による被害情報等の収集に着手。
 24時間・72時間以内で、目標啓開ルートの道路啓開を概ね完了。

５－１．発災時の行動計画
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５－１．発災時の行動計画

５．１．２ 道路啓開業者等の自動発進（自動参集）

○道路啓開業者の自動発進

 道路啓開業者は計画の発動条件に基づき、自動的に通信可否の確認や参集拠点への参集等を実施。
 道路管理者は、道路啓開業者に対して啓開作業等を指示。

福井県域において（本計画の発動条件）
震度６弱以上の震度が観測された場合

○調査・啓開の指示の流れ

一元化窓口

参集拠点
（各土木事務所等）

連絡・調整

A業者
B業者

C業者

D業者 E業者

土木管内

調査※３・啓開を指示

※１：拠点参集までの道路等の被災状況を収集する。なお、参集することにより、
かえって啓開作業時間が確保できなくなるおそれがある場合はこの限りでない。

※２：通信が可能な場合、参集状況（対応可否）を道路管理者に連絡
※３：道路啓開業者は可能な範囲で自主的に担当エリアの緊急点検を実施

福井県域で震度６弱以上の震度が
観測された市町のエリア

参集拠点（各土木事務所等）に参集※２

参集経路上の被災状況を報告

道路管理者から道路啓開業者に
調査※３・啓開を要請（指示）

現場で調査・啓開作業実施

自動発進※１

・道路啓開業者の代表者が参集※２

（参集経路上の被災状況を報告）
・参集拠点で集約した被災状況、
稼働可能な人員・資機材を報告



 通信が途絶した場合、道路啓開業者は定期的に参集拠点に集合し、道路管理者への作業状況等
を報告。

 参集拠点で共有した情報は、道路管理者がとりまとめ、衛星電話、防災無線、国土交通省が保有
する衛星通信設備（衛星通信車、K-λ無線機）等により一元化窓口へ報告。

５．１．３ 通信途絶時の対応

51福井河川国道事務所と福井県は、防災無線によって情報共有を実施する。

５－１．発災時の行動計画

〇福井県防災情報ネットワーク回線構成図 〇衛星通信車システムの概要



 被災状況に応じて、市町の要請に基づき、県が市町に代わって市町道の啓開を行う。

52

５－１．発災時の行動計画

５．１．４ 関係機関との連携に向けた対策（県・市との連携）

■道路法権限代行の根拠

８ 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における
道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間
外の国道、都道府県道又は市町村道（当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。）に
ついて維持（道路の啓開のために行うものに限る。）又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行う
ことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障
のない範囲内で、これを行うことができる



５－１．発災時の行動計画
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 各道路管理者は、災害対策基本法第76条の6に基づき区間指定、車両移動等を実施。

５．１．５ 災害対策基本法による区間指定・車両移動の手順

【参考】災害対策基本法

第七十六条の六 第七十六条の四第二項に規定する道路管理者等は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に
係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急
対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する
道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他
当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

〇道路区間指定の流れ

出典：国土交通省道路局「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き」H26.11 一部加筆

①

②

①

④

災害が発生している箇所は
道路法46条による通行止め
手続きを行う

③



５－１．発災時の行動計画
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 「災害時交通マネジメント検討会」を活用した、通行止め状況や渋滞状況、う回路状況を各道路管
理者や警察等が情報共有し、渋滞緩和や交通量抑制のためのソフト・ハード対策等を検討。

 警察は「福井県警察大規模災害警備計画」に基づき、交通対策（交通規制、緊急交通路の確保等）
等を実施。

５．１．６ 交差点等への一般車両の通行抑制

○災害時交通マネジメント検討会の事例（能登半島地震）

○能登半島地震における警察対応の好事例

・職員の自主参集により、早期に体制が確立された。

・発災当日に広域緊急援助隊警備部隊が迅速に集結、出動し、石川県に入ること
ができた。

・７日から、「のと里山海道」から被災地につながる一部の区間の通行を災害復旧
や救援物資輸送に関係する車両に特化するための交通規制を実施した。
・ 被災地域に向かう一般車両の利用自粛に係る広報啓発を実施した。

出典）警察庁「「令和6年能登半島地震」に伴う
警察活動と被害状況（第34報）」

出典）国土交通省「第６３回国土幹線道路部会 配付資料」



ガレキ等の除去 放置車両等の撤去橋梁段差の解消

 道路啓開は、４車線区間では、上下各１車線として、計２車線、対面２車線区間では、
１車線の道路幅員（Ｗ＝4m）を確保すべく、啓開を実施。

 道路啓開の対象とする作業は、「橋梁段差の解消」、「ガレキ等の除去」、「放置車両等の撤
去」、「土砂の除去」等を基本。

５－２．道路啓開の作業要領

55

出典）首都直下地震道路啓開計画検討協議会「首都直下地震道路啓開計画（第4版）」（令和5年7月改訂）

出典）NEXCO東日本資料 出典）東北地方整備局「震災伝承館」
（https://www.infra-archive311.jp/）

出典）近畿地方整備局資料



５－２．道路啓開の作業要領
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、 円滑な道路啓開活動を実施するため、被災状況に応じて建設業者（道路啓開業者）、自衛隊、電力事業者、
通信事業者等で道路啓開の作業部隊を編成するなど連携について検討。

出典）石川県資料（令和６年能登半島地震における自衛隊の活動）

出典）北陸電力送配電公式X（令和６年能登半島地震における活動）

自衛隊

電力事業者、通信事業者連携

建設業者

出典）国土交通省資料（能登半島地震の道路啓開・復旧状況）

ガレキ等の除去

橋梁段差の解消

倒壊電柱等の対応



利用した資料対応内容想定内容想定項目

・震度分布
・液状化分布
・橋梁データベース

土のうで車輪通行幅の
段差を解消

・大規模地震の揺れ、液状化によ
る橋梁の被害（段差による通行
障害等）を想定し算定する。

①橋梁段差

・DID人口集中地区
・土地利用情報
・無電柱化区間

バックホウ等で道路脇
へ除去すること

・大規模地震による沿道施設の
倒壊の被害（沿道の建物・電柱
の倒壊等）を想定し算定する。

②ガレキ等

・交通センサスデー
タ
・液状化分布

立ち往生車両、放置車
両等は、大型レッカー、
ホイールローダ等により
移動させる

・大規模地震による放置車両と立
ち往生車両の台数を想定し算定
する。

③放置車両等

・道路防災総点検
結果
・震度分布

バックホウ等で道路脇
へ除去すること

・道路防災総点検結果を基に、落
石や自然斜面の崩壊、盛土法面
の崩壊の被害を想定し算定する。

④土砂（落石
や自然斜面
等の崩壊）

５．３．１ 被災想定量および人員・資機材の必要量

 道路啓開時間、調達が必要な資機材量算出の根拠として各被災の想定量を算出。

 道路啓開を迅速かつ効率的に行うためには、被災状況に応じた啓開能力を確保することが必要。

 被災想定量をもとに、啓開作業に必要となる人員・資機材量を考慮して啓開時間を算出。

57

５－３．人員・資機材の調達計画
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 県内や管内ごとの人員・資機材の保有量および必要量を整理し、過不足量を算出。
 管外・県外からの応援・受援体制を整え円滑な支援と確実な道路啓開の実施を図る。

（１）道路啓開における人員・資機材の考え方

（２）管外・県外からの応援・受援

５．３．２ 人員・資機材の調達計画

〇過不足量の整理イメージ

５－３．人員・資機材の調達計画

① 稼働可能な業者数の把握
（稼働可能な人員・資機材）

② 啓開調査により、
被害情報のとりまとめ
（必要な人員・資機材）

③ ①、②の結果により、啓開作業前
に人員・資機材が不足するエリアへ
管外・県外からの広域応援を要請

広域応援・受援の流れ

石川県からの
広域応援

隣接(被害が少ない)エリア
からの応援
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５－３．人員・資機材の調達計画

【中部９県１市】
災害時等の応援に関する協定

【北陸三県】
北陸三県災害時等の相互応援に関する協定

※1福井県・岐阜県災害時等の相互応援に関する協定
※2 福井県・奈良県災害時等相互応援に関する協定
※3 福井県・石川県災害時等相互応援に関する協定

国土交通省・・・災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定
（2府5県、4政令指定都市、NEXCO、日本建設業連合会など）

近隣府県

県内

国土交通省・・・災害時等における近畿地方整備局福井河川国道事務所所管施設等の緊急災害応急対策業務
に関する細目協定

福 井 県・・・広域災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定

 福井県災害時受援・応援計画に基づき、要請を行う。

石川県

京都府
滋賀県

岐阜県

奈良県

福井県

【近畿2府7県、関西広域連合】
近畿圏危機発生時の

相互応援に関する基本協定

・・・単独協定あり

（２）管外・県外からの応援・受援（体制について）

※3

※1※2
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５－３．人員・資機材の調達計画

、
 知事は、地震や津波災害が発生し、人命、財産を保護するための災害応急対策の実施が、自衛隊
以外の機関で不可能または困難であると認められるとき、災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、
かつ自衛隊の派遣以外に方法がないときもしくは市町長から要請があったときは、直ちに自衛隊に
対し災害派遣を要請。

（３）関係機関との連携に向けた対策検討（自衛隊との連携）

■派遣要請の手続き

（１）知事が行う派遣要請の手続き
知事は、市町長から自衛隊の派遣要請の要求を受け、その要求の事由が適切と認めた場合、または自衛隊が収集した
情報等既に得られた被害状況および市町との通信途絶の状況等に基づき自らの判断で派遣を要請する場合は、災害派遣
要請書を下記（４）に掲げる関係部隊に提出する。
ただし、事態が急を要する場合は、電話により下記（３）の事項を連絡し、事後速やかに文書を提出する。

（２）市町長が行う派遣要請手続き
①市町長は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生したときは、災害派遣要請書を知事（危機管理課）に提出する。
この場合において、市町長は、必要に応じて、その旨および当該市町の地域に係る災害の状況を自衛隊に通知する。
なお、事態が急を要する場合は、電話により下記（３）の事項を連絡し、事後速やかに文書を提出する。

②市町長は、災害状況から事態が切迫し、知事との連絡がとれない場合など知事に要求するいとまがなく、やむを得ない
場合は、直接自衛隊に災害派遣の通知を行い、事後、知事に対して速やかに所定の手続きをとる。

（３）口頭で要請する場合の連絡事項
①災害の状況および派遣を要請する理由
②派遣を希望する期間
③派遣を希望する区域および活動内容
④ その他参考となるべき事項
出典：福井県防災会議「福井県地域防災計画（震災対策編・福井県震災対策計画）」（令和6年6月改定）
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５－３．人員・資機材の調達計画

1個中隊規模（約100名程度）単位で行動にあたっての必要な要件
・屋内で宿泊する場合 約400m2 （4m2/人×100人＝400m2）
・テント宿泊の場合 約860m2 （20m×43ｍ）
・駐車スペース 約500m2 （約15両）
・執務室 約30m2

被害が甚大な場合は本部機能の推進となるため64m2程度必要

 海路・空路等の活用にあたっては、円滑に人員・資機材を投入できるように事前に自衛隊の活動拠点（大
規模活動拠点）の候補地を選定。

○自衛隊との連携事例（能登半島地震）■自衛隊の活動拠点（大規模活動拠点）の選定基準

■ヘリコプターの離着陸場の選定基準

・必要面積 UH-1：50m×50m、CH-47：100m×100m
・周囲に鉄塔や飛散物等があると降着困難
・CH-47は重量があるため、地盤が固い必要があることと、
ダウンウォッシュによる飛散が激しいため注意が必要

■海路より進出可能な候補地の抽出の考え方

出典：国土交通省「第８３回基本政策部会 配布資料」

※具体的な大規模活動拠点の候補地については、今後、主要拠点等から
関係機関と協議の上選定

・LCAC（エアクッション艇）が着岸できる砂浜を有する海岸
・砂浜が啓開ルート等、重機がアクセスできる道路に隣接して
いること

※具体的な候補地については、今後、現地調査による砂浜の詳細な状況
確認や施設管理者等との調整により選定

・陸路での進入が困難な地点の孤立解消等の対応にて、海上自
衛隊が保有するLCAC（エアクッション艇）を用い、海域からの
重機運搬を実施（砂浜に着岸し、重機の荷下ろしを実施）。



 被害が甚大である場合において、知事の要請に基づき、道路法の適用による権限代行により、国
土交通省が自治体に代わって本格復旧に着手することが可能。
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５－３．人員・資機材の調達計画

（３）関係機関との連携に向けた対策検討（国との連携）

■道路法権限代行の根拠 ■能登半島地震時の報道発表



役割

状況模式図
ライフライン事業者陸上自衛隊消防警察

道路管理者
（災害協定業者）

●人命救助

（災害派遣：警察・消防の一部
行使）

●人命救助
●人命救助
●放置車両の移動・撤去

●パトロール
●放置車両の移動・撤去
●ガレキの除去

主な役割

④被災状況調査

①パトロールによる被災状況
確認
②要救助者の発見、関係機
関に通報
③ライフラインの異常を発見、
ライフライン事業者に通報

1.道路パトロール

⑤通報を受け現地に出動2.人命救助

⑥ガレキ内の捜索、救助、蘇生活動（協働作業）

⑦病院に救急搬送

⑧ガレキ内からの搬出（協働作業）
3.心肺停止状態の搬送

⑨搬送

⑩放置車両の移動・撤去
（災害対策基本法第76条の6）

⑩放置車両の移動・撤去
（災害対策基本法第76条の6）

4.放置車両の移動・撤去

⑪ライフライン対応
・倒壊電柱、電線、通信線
・危険物（ガス等）
・水道施設、下水道施設

⑫対象車線のガレキ撤去

5.ガレキの撤去

 道路管理者、災害協定業者が行う道路啓開と並行し、人命救助等を警察、消防、自衛隊が実施。
 ライフラインの対応は、道路啓開と連携を図りつつライフライン事業者が実施。
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５－４．関係機関の役割分担
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５－５．道路啓開の担当割付

担当割付エリアのイメージ

 啓開作業は、被災状況を踏まえて、各道路管理者と建設業協会が締結する災害協定等に基づき、
建設業協会に加盟する建設業者等が実施することを基本。

 建設業協会は、災害協定に基づき、啓開対象路線の啓開作業が実施できる体制をあらかじめ構築
し、道路管理者との情報共有を図る。



【雪害編】
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１．雪害における道路啓開
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災害対策基本法

防災基本計画（令和6年6月28日修正）

第２編各災害に共通する対策編 ※

第1章 災害予防

○国〔国土交通省〕は、発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を
含み、また、火山災害においては火山噴出物等の道路の障害物除去、雪害においては
道路の除雪を含む。）による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会の設置
等によって他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を
作成するものとし、必要に応じてその見直しを行うものとする。また、道路管理者は、
当該計画も踏まえて、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体
等との協定の締結に努めるものとする。

※地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害、海上災害、航空災害、
鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模火事災害、
林野火災 に共通する対策

国土交通省 防災業務計画（令和6年6月28日修正）

第２編各災害に共通する対策編

第1章 災害予防

○発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）による
道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会等の設置等によって他の道路管
理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するとともに、
より実効性の高い計画へと深化を図るなど事前の備えを推進するものとする。計
画の作成にあたっては、対象とする災害、地域、路線等を適切に定めるものとす
る。また、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について民間団体等との協
定の締結に努めるものとする。

地方整備局等の道路啓開計画策定状況（令和6年7月5日時点）

【策定済】北海道、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄

【策定中】東北、北陸

地域防災計画

※都道府県、市区町村ごとに地域防災計画へ位置づけ。

３１都道府県で道路啓開計画済（令和6年7月5日時点）
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 大規模災害時においても早期に緊急輸送道
路等の機能を確保するため、福井県域の道
路管理者及び交通管理者間で情報共有・連
携する体制の構築を目的とし、道路法第28条
の2に基づいた、「福井県域道路啓開計画策
定ワーキンググループ」（以下、「ワーキング
グループ」と称す）を令和5年12月に設立。

 ワーキンググループでは、福井県で甚大な被
害が想定される地震「福井平野東縁断層帯」、
「浦底-柳ヶ瀬山断層帯」を検討。

 令和6年6月の防災基本計画の修正において、
国は関係機関と連携して、あらかじめ道路啓
開計画（雪害、火山災害含む）を作成すること
が義務づけ。

 上記を踏まえて、本ワーキンググループにお
いて、福井県域における雪害および火山災害
に係る道路啓開計画を作成。

〇防災基本計画における道路啓開計画の位置づけ

１－１．背景

※各計画の記載内容は令和7年1月時点のものを示す
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 各道路管理者は、各自で策定している雪害対策計画等に基づき、除雪作業を実施し、主要道路の
交通を確保。

１－２．啓開作業（除雪作業）

〇各機関の大雪時の道路啓開（除雪）に関する計画

資料機関名

最新の雪害対策計画 【雪害対策編】
URL：https://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/ooyuki/index.html

福井河川国道事務所

最新の道路雪対策基本計画
URL：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/hozen/r7yuki.html

福井県雪害予防対策実施計画
URL：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/yuki/2025setsugaiyoboukyougikai.html

福井県

除雪を実施する区間（管理区間）
NEXCO中日本 URL：https://www.c-nexco.co.jp/corporate/company/overview/area/
NEXCO西日本 URL：https://corp.w-nexco.co.jp/activity/bus_area/pdfs/map_print.pdf

NEXCO中日本
NEXCO西日本

各市町の道路除雪に関する計画市町

※1 最重点除雪路線に関しては、積雪5㎝を目安、※2 知事と近畿地方整備局長が協議して体制への移行を決定
出典 最新の道路雪対策基本計画

非常体制警戒体制除雪準備体制体制

・大雪特別警報又は大雪に関する緊急発表がなされ、対策部長が必要と認めた時
・大規模な被害が発生し、交通が途絶した時
・降雪時通行規制区間で除雪作業等のため通行止を行う時
・雪により通行止が発生した場合又は緊急事態が予測される時

・豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領による体制が発令され
た時

・大雪警報等が発表され、対策部長が必要と認めた時
・道路災害又は雪により通行規制を行う必要がある時
・雪による交通障害を防止するため、冬用タイヤチェッ
ク、大型車チェーン規制またはチェーン規制を実施す
る可能性がある時

・雪に関する情報により、
除雪等の作業が予測され
る時
・風雪注意報・大雪注意報
が発表され対策部長が必
要と認めた時

基準

緊急体制警戒体制警戒準備体制平常体制除雪準備体制体制

・県内の指定雪量観測点の大
部分が、警戒積雪深を大幅に
超え、かつ、主要路線における
除雪状況、積雪強度その他か
ら緊急事態に陥る恐れがある
と判断される場合※2

・県内の指定雪量観測点の2分
の1以上が、おおむね警戒積
雪深に達した
場合※2

・県内の指定雪量観測点の1箇
所以上で、おおむね警戒準備
積雪深に達した場合

・道路上の積雪深が、10cm以
上※1ある場合

・気象情報等により除雪が10㎝
以上※1予想される
場合
・気象情報等から、さらに降雪
が予想される場合

基準

〇福井河川国道事務所の大雪時の体制

〇福井県の大雪時の体制

出典 最新の雪害対策計画
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 平成30年2月の大雪（福井豪雪）や令和3年1月の大雪等において、除雪作業や滞留車両の排出等
による交通確保に加え、国、県、地元自治体、および自衛隊が連携し、食料・水等の配布や宿泊施
設等への一時避難などの乗員保護に関する取り組みを実施。

１－３．乗員保護の取り組み

出典：福井県集中降雪を踏まえた対応について（国土交通省ホームページ）、令和３年１２月記者発表資料（国土交通省ホームページ）

〇乗員保護の取り組み事例

１．３．１ 乗員保護の取り組み
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 道路管理者は関係機関と連携し、車両滞留状況等に関する情報を把握・共有、物資確保等を実施。
 近畿地方整備局より乗員保護班が派遣され、乗員の健康状態の把握や食料等の提供を予定。

１．３．２ 関係機関の役割分担等

■乗員保護における道路管理者等の主な役割

役割道路管理者

・車両の滞留状況等に関する情報の
把握、共有

道路管理者

・滞留車両の情報収集、提供
除雪班
（道路管理者）

・情報提供
・沿道施設等への車両の誘導

車両誘導班
（道路管理者）

・情報提供
・物資配布
・乗員の状況確認

物資支援班
（近畿地方整備局、
協力会社、自衛隊）

・一時避難施設への避難支援
乗員保護班
（近畿地方整備局、
協力会社、自衛隊）

・道路管理者等の関係機関からの要
請等に基づく、救援物資の提供、避
難所への一時避難の支援等の協力

各市町

〇乗員保護班の配置箇所イメージ

※乗員保護班（TEC-FORCE）および対策本部車の配備を想定

１－３．乗員保護の取り組み



【火山災害編】
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１．火山災害における道路啓開
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防災基本計画（令和6年6月28日修正）

第２編各災害に共通する対策編 ※

第1章 災害予防

○国〔国土交通省〕は、発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を
含み、また、火山災害においては火山噴出物等の道路の障害物除去、雪害においては
道路の除雪を含む。）による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会の設置
等によって他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を
作成するものとし、必要に応じてその見直しを行うものとする。また、道路管理者は、
当該計画も踏まえて、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体
等との協定の締結に努めるものとする。

※地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害、海上災害、航空災害、
鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模火事災害、
林野火災 に共通する対策

国土交通省 防災業務計画（令和6年6月28日修正）

第２編各災害に共通する対策編

第1章 災害予防

○発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）による
道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会等の設置等によって他の道路管
理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するとともに、
より実効性の高い計画へと深化を図るなど事前の備えを推進するものとする。計
画の作成にあたっては、対象とする災害、地域、路線等を適切に定めるものとす
る。また、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について民間団体等との協
定の締結に努めるものとする。

地方整備局等の道路啓開計画策定状況（令和6年7月5日時点）

【策定済】北海道、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄

【策定中】東北、北陸

地域防災計画

※都道府県、市区町村ごとに地域防災計画へ位置づけ。

３１都道府県で道路啓開計画済（令和6年7月5日時点）

災害対策基本法
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 大規模災害時においても早期に緊急輸送道
路等の機能を確保するため、福井県域の道
路管理者及び交通管理者間で情報共有・連
携する体制の構築を目的とし、道路法第28条
の2に基づいた、「福井県域道路啓開計画策
定ワーキンググループ」（以下、「ワーキング
グループ」と称す）を令和5年12月に設立。

 ワーキンググループでは、福井県で甚大な被
害が想定される地震「福井平野東縁断層帯」、
「浦底-柳ヶ瀬山断層帯」を検討。

 令和6年6月の防災基本計画の修正において、
国は関係機関と連携して、あらかじめ道路啓
開計画（雪害、火山災害含む）を作成すること
が義務づけ。

 上記を踏まえて、本ワーキンググループにお
いて、福井県域における雪害および火山災害
に係る道路啓開計画を作成。

〇防災基本計画における道路啓開計画の位置づけ

１－１．背景

※各計画の記載内容は令和7年1月時点のものを示す
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 福井県は火山災害警戒地域に位置付けられていないことから、火山災害を対象災害としない。

出典：火山災害警戒地域（内閣府）

１－２．火山災害における道路啓開



【各編共通】継続的な取組み
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■PDCAサイクルの一環として訓練（啓開作業・
情報伝達訓練）を実施し、道路啓開計画等
に随時反映

ACT(改善)
解決策の検討・整理

CHECK(評価)
問題点、課題の整理

PLAN(計画)
道路啓開計画（案）

行動指針（案）
DO(実行)
啓開作業訓練
情報伝達訓練
地震・津波発生

災害時に的確な情報共有や啓開活動を実施するため、連携訓練等を実施。訓練で得られた課題や道路啓開
に関連する計画・ガイドラインを踏まえて、計画を適宜見直し。

①訓練実施・計画の見直し

②周知・広報実施

③技術力向上

実施項目

道路啓開の関係機関内での研修・教育を実施するとともに、報道機関等と連携して、地域住民に向けた道路
啓開に関する周知・広報を実施。

訓練等による職員および道路啓開業者の災害への意識と対応能力の向上（習熟）を図るとともに、訓練で得ら
れた課題に対応したシステムの改良、および新技術の活用を促進。

災害時の道路啓開活動の実効性向上に向け、①訓練実施・計画の見直し、②周知・広報実施、③技術力向上
の３つを実施。

PDCAサイクル
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継続的な取組み

 計画の実効性をさらに向上させるため、今後とも本協議会を活用し、連携・協力体制を構築すると
ともに、以下の取組みを継続的に実施。

啓開作業訓練
情報伝達訓練
地震・津波発生



【参考資料】
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参考：用語の定義

定義用語

緊急車両等の通行のため、１車線でもとにかく通れるように早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段
差修正により救援ルートを開けることをいう。

道路啓開

災害時に、近畿地方整備局、県、市町等にそれぞれ臨時に設置されるものであり、災害対応に係る指
揮や支援を行うとともに、関係者間の連携を円滑に行うための情報共有や応援要請等を行う組織である。

災害対策本部

災害時に、近畿地方整備局、県、市町等を支援するための協定を締結している建設業者等の民間事業
者を指す。

災害協定業者

人命救助および、緊急物資輸送のために災害時にアクセスすべき拠点である。人命救助、 広域支援に
おいて重要な防災拠点や道路啓開の指揮所となる拠点事務所、発災直後から必要な施設、 県・市町の
防災計画等との整合から、アクセスすべき施設等を選定している。

主要拠点

救助・救援、応急復旧活動の基幹となる広域交通機能を有している、また、主要拠点への進出ルートへ
のアクセスが容易であるルート。災害後、迅速に安全性を確認するルート。

基幹ルート

基幹ルートから主要拠点へのルート。主要拠点への進出ルート

被害が甚大な地域に到達し、活動するための必要最低限のルートとして中央防災会議幹事会で選定さ
れたネットワーク。

緊急輸送ルート

高速自動車国道、一般国道およびこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と都道府県道知
事が指定するものとを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路。

緊急輸送道路

緊急交通路：大規模災害が発生した場合に、被災地への緊急通行車両等の通行や広域的な緊急輸送
を円滑に行うため、都道府県公安委員会が災害対策基本法第76条第1項の規定により、道路の区間
(区域)を指定して緊急通行車両等以外の車両を禁止、または制限した道路。
緊急交通路指定予定路線：災害対策基本法第76条第1項の規定により、緊急通行車両等以外の車両
を禁止、または制限をあらかじめ予定している路線または区間。

緊急交通路（指定候補路
線）

道路管理者は、車両の通行停止等により災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、か
つ緊急の必要があると認められる場合は、災害対策基本法第76条第6項の規定により、管理する道路
の区間を指定し、当該車両の所有者に対し、車両を道路外へ移動することを命令することができる。

災害時における車両の移
動等

災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、
「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画。

タイムライン
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福井県域道路啓開計画の作成・修正の履歴

主な内容年月

 福井県域道路啓開計画の策定令和6年10月

 福井県域道路啓開計画の一部改定
・能登半島地震の課題を踏まえた修正
・防災基本計画（R6.6）の修正を踏まえた雪害編及び火山災害編の追加

令和7年1月

 福井県域道路啓開計画の一部改訂
・福井県緊急輸送道路ネットワーク計画（R7.2、R8.2）の見直しを踏まえた修正
・協定等による道路啓開業者・測量設計業協会への啓開調査および作業に関する内容の追記

令和8年3月


